
公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

第63回日本学生支援債券買取
引受

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.5.21

三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社

大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1-9-
2

4010001129098
9010001063235
7010001008687

本件企画競争による公募において、審査を経て選
定された企画内容を実行できる相手方は他に存
在せず、競争を許さないことから本機構会計規程
第16条第1項及び契約事務取扱細則第23条第1項
第1号（契約の性質又は目的が競争を許さない場
合）に該当するため。

- 35,750,000 - - 企画競争

令和３年度中長期延滞債権（支
払督促申立予告者）回収業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.5.31
日立キャピタル債権回収株
式会社
東京都港区西新橋1-3-1

1010401002007

本件企画競争による公募において、1者から提出
された企画提案書について、企画提案審査会を
行った結果、最も評価点が高い企画提案書を特定
し、当該企画提案書の提出者を契約予定者として
選定していることから、本機構会計規程第16条第1
項及び契約事務取扱細則第23条第1項第1号（契
約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当
するため。

- 4,378,550 - - 企画競争

2022年度日本留学フェア（韓
国）に係るソウル会場の賃借

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.5.13

COEX株式会社
513, Yeongdong-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KOREA

本フェア実施会場には、現地での認知度が高いこ
と、参加ブースを全て収容することができる会場ス
ペースを有しており、交通の利便性が高くかつ宿
泊施設等が隣接している等の要件を満たす必要
があることから、本機構会計規程第16条第1項及
び契約事務取扱細則第23条第1項第11号（外国で
契約をする場合）に該当するため。

- 4,694,800 - - 随意契約

令和４（2022）年度日本留学フェ
ア（タイ）に係るバンコク会場の
賃借

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.5.14

Bangkok Convention Centre
at  CentralWorld
999/99 Rama I Road,
Pathumwan, Bangkok 10330,
Thailand

本フェア実施会場には、現地での認知度が高いこ
と、参加ブースを全て収容することができる会場ス
ペースを有しており、交通の利便性が高くかつ宿
泊施設等が隣接している等の要件を満たす必要
があることから、本機構会計規程第16条第1項及
び契約事務取扱細則第23条第1項第11号（外国で
契約をする場合）に該当するため。

- 5,230,631 - - 随意契約

日本学生支援機構東京国際交
流館インフラ改修（設備）設計業
務
東京都江東区青海2-2-1
R3.5.28～R3.7.30
建築設備関係設計・施工監理
業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.5.27

株式会社スペースデザイン
千葉県柏市若柴227-6 柏の
葉キャンパス147街区 D-
2109号

2040001070994

本件の一般競争入札において、落札者がなく、入
札不調となったことから、本機構会計規程第16条
第1項及び契約事務取扱細則第23条第1項第14号
（競争に付しても入札者がないとき又は再度の入
札に付しても落札者がない場合）に該当するた
め。

- 3,484,800 - -
随意契約
（不落随契）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

法人番号
随意契約によることとした業務方法書又は会計規

定等の根拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備考

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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